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が前回調査（21.8％）を上

回り、「増えると思う」

（16.9％）と回答した人は

前回調査（21.0％）から減

少しています。悲観的な見

方をする人の割合が高まっ

ています。 

 
◆４人に１人が「失業の不

安」 

次に、「今後１年間の失業

の不安」について「感じる」

と回答した人は 25.0％で、

過去最高を記録した昨年同

月（28.3％）よりは低下し

ましたが、一昨年の同月調

査（23.8％）を上回ってい

ます。 

また、非正社員（男性

53.6％、女性 34.8％）や 20

代（32.9％）が感じる失業

の不安は、相対的に高くな

っています。 

 

◆所定外労働、賃金不払い

残業 

このアンケート調査では、

他にも「所定外労働の状況」

「賃金不払い残業の状況」

などについての調査を行っ

ており、非常に興味深いも

のとなっていますので、連

合総研のホームページ

（http://www.rengo-soken.

or.jp/webpage/21.html）を

覗いてみてください。 

 

義務化されるか？ 

企業による「受動喫

煙防止対策」 
◆検討会が報告書を発表 

厚生労働省では、昨年７月

に「職場における受動喫煙防

止対策に関する検討会」を立

ち上げ、今年５月にその検討

会が報告書をまとめました。

今後、この報告書をベース

に、労働安全衛生法の改正案

が国会で審議される予定と

なっています。 

この改正案が成立した場

合、飲食業・サービス業など

にとっては大きな負担が強

いられることとなりそうで

す。 

 

◆これまでの対策の流れ 

職場における受動喫煙防

止対策については、平成４年

以降、「労働安全衛生法」に

定められた快適職場形成の

一環として進められました。

その後、平成 15 年に「健康

増進法」が施行され、平成

17 年２月に「たばこの規制

に関する世界保健機関枠組

条約」が発効するなど、受動

喫煙を取り巻く環境は大き

く変化しています。 

また、健康志向の強まりや

受動喫煙の有害性に関する

知識の普及などから、職場に

おける受動喫煙に対する労

働者の意識も高まりつつあり

ます。 

 

◆受動喫煙防止を事業主の

「義務」へ 

このような環境の変化か

ら、現在、企業に対して強く

「受動喫煙防止対策」を求め

る流れになっています。 

そして、職場における受動

喫煙防止について、従来の「快

適職場形成のため」から「労

働者の健康障害防止のため」

という観点に切り替え、職場

における受動喫煙防止を事業

主の「義務（罰則付き）」とす

る法改正が予定されているの

です。 

 

◆今後の審議状況に注目 

今後のあり方として、事務

所、工場等では「全面禁煙」「喫

煙室を設けそれ以外を禁煙」

とすることが求められ、飲食

店、ホテル・旅館等において

は、原則として「全面禁煙」「喫

煙室を設けそれ以外を禁煙」

とすることが必要とされ、そ

れが困難な場合は喫煙区域の

割合を少なくし、喫煙区域か

らの煙の漏れを防ぎ、換気等

を行うように求められる方向

です。 

多くの企業に影響を与えるこ

ととなりそうな法改正のた

め、今後の改正案の審議状況

が気になるところです。 

 

 

 

 

 

く見られます。 

 

◆キャンペーンの重点事項 

このような状況を受け、厚

生労働省では、平成 22 年度

も「労働時間適正化キャンペ

ーン」を実施し、長時間労働

の抑制を行うなど、労働時間

の適正化に向けて労使の主

体的な取組みを促すととも

に、重点監督などを行ってい

ます。 

今年度の重点取組み事項

は、次の３点となっていま

す。 

（１）時間外労働協定の適正

化などによる時間外・休日労

働の削減 

（２）長時間労働者への医師

による面接指導など労働者

の健康管理に関する措置の

徹底 

（３）労働時間の適正な把握

の徹底 

 

◆賃金不払残業が大きな問

題に 

長時間労働と同様に、現

在、賃金不払残業（サービス

残業）が大きな問題になって

います。 

このキャンペーンを機に、恒

常的に長時間労働が行われ

ていないか、長時間労働者の

 特定社会保険労務士 原 敏昭 

原労務管理事務所便り 

健康管理について配慮がな

されているか、労働時間が適

正に把握されているかなど、

労働環境を今一度見直して

みましょう。 

 

賃金収入は減少傾向、

４人に１人「失業の不

安」 
◆労働者にとっては厳しい

状況 

連合総研では、10 月に労

働者を対象に実施した「勤労

者の仕事と暮らしについて

のアンケート」（勤労者短観）

の結果を発表しました。 

「景気や勤め先の経営状況」

「賃金収入と失業不安」など

の項目について調査してお

り、労働者の厳しい状況がう

かがえる結果となっていま

す。 

◆賃金収入は減少傾向に 
１年前と比較した賃金収

入の増減については、「減っ

た」（32.9％）と回答した人

が３割を超えており、前回調

査（34.6％）と比べてもほと

んど改善が見られませんで

した。 

また、今後１年の賃金収入

見込みについて「減ると思

う」（25.5％）と回答した人

「労働時間適正化キ

ャンペーン」実施中 
◆全国一斉の電話相談など 

厚生労働省では、長時間労

働に伴う問題解消を図るた

めに、11 月を「労働時間適

正化キャンペーン」と定め、

全国一斉の電話相談の実施

をはじめ、使用者団体・労働

組合への協力要請、リーフレ

ットの配布などによる周知

啓発などの取組みを集中的

に実施しています。 

 

◆労働時間をめぐる現状 

平成 21 年の総務省調査に

よると、週 60 時間以上働い

ている人の割合は全体の

9.2％で、30 代の男性に限っ

てみると全体の倍の水準と

なる 18.0％にも上ります。 

1 カ月の残業時間が 80 時

間を超える状態が続くと、心

身の健康を害するばかりか、

過労死の危険性が高まると

言われています。 

過労死などで労災認定さ

れた件数は平成 21 年度に

293 件となっており、過重労

働による健康障害の事例が

数多く報告されています。ま

た、労働基準監督署による賃

金不払残業の是正指導も多

平成２２年１２月号 

 

  

mailto:harasr@agate.plala.or.jp
http://www.hara-sr.com/

